
公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構

● 市町村移住支援制度＆Web相談
● ＡターンＷｅｂミーティング開催報告
● キャリアコンサルタントに聞くＷｅｂ面談（実践編）
● Ａターンフェアｉｎ秋田（12月30日）を開催します！

秋田で働きたい方であれば、ご本人のほか、ご
家族の方でもご登録いただけます。また、サイト
内マイページから求人応募、紹介状発行など、
様々なマッチング機能を利用できます。

あきたへ あなたも あしたから
秋田出身でＵターン希望の方も、Ｉターン希望の方も、
みんな秋田に来てくださいとの願いを込め、
オールターン（All Turn）の“Ａ”と秋田（Akita）の
“Ａ”をかけ『Ａターン』と総称しています。

来たどー！！

あきたさ

vol.86
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登録して最新情報をキャッチしよう！



潟
上
市

①18歳以下の子1人以上と同
居している親子世帯又は市
外からの移住世帯が建築後
10年経過の空き家を改修し
た場合は、費用の30％、40万円まで補
助します。

②2人以上の18歳以下の子と同居してい
る親子世帯の場合は、費用の20％、30
万円まで補助します。

　　都市建設課　都市計画班
　　TEL 018-853-5337

住宅リフォーム補助制度

支援制度一覧は各自治体よりご提供いただいた情報を元に、一部編集して掲載しております。
2020年度の情報を掲載しておりますが、各制度をご利用の際は、必ず各自治体の担当窓口に
最新の情報をお問い合わせください。

市町村移住支援制度＆
 Web相談ピックアップ

オンライン
相談あり

Zoom・Skype・
GoogleMeet・LINE：
秋田市移住相談　
八重洲センター

秋
田
市

　県外から移住し、市内で新
たに雇用される子育て世帯の
住宅の新築・購入や賃借、転居
に係る費用を補助します。

若者移住促進事業

子育て世帯移住促進事業

　県外から移住し、市内で新
たに雇用される若者世帯（40
歳未満）の住宅の新築・購入
や賃借、転居に係る費用や、生
活必需品の購入に係る費用等を補助しま
す。

東京圏移住支援事業
　東京圏から本市へ移住する
方（一定の要件を満たす方）に
対し、一律の補助金を交付し
ます。（単身世帯：60万円、2
人以上の世帯：100万円）

　　企画財政部　人口減少・移住定住対策課
　　TEL 018-888-5487

（移住者支援　中古住宅（空き家バンク登録
住宅以外）購入後等のリフォーム）

オンライン
相談あり

Zoom：企画部
　　　 まちづくり課
　　　 移住・定住総合支援室

大
仙
市

　定住の目的で県外から大仙
市へ移住し、市内で新築住宅、
又は中古住宅を取得する方を
対象に補助金を交付します。
空き家バンクの登録物件の購入の場合は
補助率を優遇します。

若者・子育て世帯家賃支援事業補助金

移住者住宅取得支援事業補助金

　双方が40歳以下の同居す
る夫婦世帯又は満15歳に到達
して最初の3月31日までの間
にあり、かつ同居する方がいる
世帯が県外から移住した際、民間賃貸住宅
の賃借料を、最大12ヶ月を限度として補助
金を交付します。

県外移住引越支援金
　定住の目的で県外から大仙
市へ移住する際の引越し業者
へ支払った費用の一部を支援
金として交付します。

　　移住・定住総合支援室
　　TEL 0187-63-1111

オンライン
相談あり

LINE：企画部総合政策課
　　　人口政策・
　　　移住定住支援室

能
代
市

　能代市に移住・就職する45
歳未満の方に、引越に係る家
財の運搬費用、賃貸住宅の初
期費用及び、暖房器具の購入
費用を助成します。

　　総合政策課　人口政策・移住定住推進室
　　TEL 0185-89-2163

移住・就業支援金

若年世帯移住定住奨励金

　東京23区に住んでいた方、
東京23区内に通勤していた
方で、能代市に移住し、移住支
援金対象法人の求人に応募し
正規就職した場合または起業した方に、移
住支援金を支給します。（単身：60万円、
2人以上の世帯に100万円）

　　商工港湾課　商工労働係
　　TEL 0185-89-2186

男
鹿
市

　移住を希望・検討されてい
る方が、本市を訪れ市内各地
域を体験する際の交通費の一
部を補助します。（経費の1/2
上限2万円）

　　総務企画部　企画政策課
　　TEL 0185-24-9122

移住活動支援補助金

湯
沢
市

　住まい、仕事、暮らしなど、
移住に関する相談に、移住
コーディネーターが“まるご
と”お答えします。移住相談に
便利な「移住希望者登録」を受け付けてお
ります。

　　協働事業推進課
　　TEL 0183-55-8274

移住“まるごと”相談

横
手
市

　市内で新たに起業する方に
対し、初期投資に係る経費の
一部を補助します。①一般枠
（経費の1/3以内、上限50万
円）②移住枠（経費の1/2以内、上限80万
円）③ICT枠（経費の1/2以内、上限100
万円）

　　商工労働課
　　TEL 0182-32-2115

移住促進空家対策
リフォーム事業補助金

オンライン
相談あり

Zoom：まるごと営業部移
住まるごとサポート課

由
利
本
荘
市

住宅取得型：2人以上の世帯
員全員が定住のために県外か
ら転入し、土地・住宅を取得し
た方に対して一律30万円を交
付します。（他に要件有り）
定住促進型：2人以上の世帯員全員が定
住のために県外から転入し、賃貸住宅に居
住した方に対して一律30万円を交付。（他
に要件有り）

　　まるごと営業部　移住まるごとサポート課
　　TEL 0184-24-6247

定住促進奨励金
（住宅取得型／定住促進型）

オンライン
相談あり

LINE：総務部政策企画課
　　　鹿角ライフ促進班

鹿
角
市

　鹿角市に移住し、鹿角市宅
地・建物データバンクの登録
物件等を購入・賃貸された方
に建物の修繕・改修・家財撤
去費用（最大100万円）を補助します。

　　政策企画課　鹿角ライフ促進班
　　TEL 0186-30-1310

ふるさとライフ
住宅改修支援補助金

オンライン
相談あり

Zoom・LINE：
総務部総合政策課
移住・定住支援室

北
秋
田
市

　北秋田市に転入し定住のた
めに住宅を取得した方へ、住
宅の取得（地元業者による新
築、中古物件の購入）に要する
費用の一部を補助します。（対象費用の
2/10以内で、補助限度額65万円）※ただ
し18歳以下（平成13年4月2日以降生ま
れ）の子と同居の場合は4/10（補助限度
額130万円）

　　都市計画課
　　TEL 0186-72-5246

移住者住宅支援事業

　秋田県外から北秋田市へ移
住する際に要した引越し費用
や積雪地特有の冬期生活必需
品、また普通自動車運転免許
取得費用を最大20万円（ただし子育て世
帯は18歳以下の世帯員1人あたり5万円ず
つ加算）まで補助します。※定住要件等の
諸条件あり。

　　総合政策課
　　TEL 0186-62-8002

移住者住まい応援助成事業
（引越し費用・自動車運転免許取得費用）

起業・創業支援事業補助金

　県外からの転入に際し、空
き家を取得して定住しようと
する方に対し、当該空き家の
改修に要する費用の50％（上
限100万円）を補助します。

　　経営企画課
　　TEL 0182-35-2164

オンライン
相談あり

Zoom：観光交流スポーツ
　　　　移住交流課

大
館
市

　空き家バンク制度を活用し
て住宅を購入・居住し、大館に
転入して５年未満の方を対象
に、転入に要した費用の全部又
は一部を、商品券で交付します。上限は単
身世帯15万円、2人以上の世帯30万円。

　　移住交流課
　　TEL 0186-43-7149

住宅リフォーム支援事業

定住奨励金制度

　移住のために市外から本市
へ転入しようとする方又は本
市に転入してから3年を経過し
ていない方で、かつ、転入直前
の3年の期間において本市以外の市区町
村民であった方が、中古住宅（空き家バン
ク登録住宅以外）購入の他、持ち家（相続
した住宅を含む）や実家（親又は子の所
有）のリフォームを行った場合、工事費の
15％（限度額40万円）を補助します。当
該年度内での交付申請（着工前）、転入及
び実績報告（完工・工事費支払い後）提出
が要件。（転入予定者の交付申請も可）

　　都市計画課
　　TEL 0186-43-7083
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　移住・定住世帯に該当し、
①移住・定住世帯が居住する
住宅のリフォーム等工事を行
う方②移住者もしくはその配
偶者又はそれらの親もしくは子③市町村税
の滞納のない方　の全てを満たす方に対
し、費用の10％に相当する額（ただし、当
該補助金の額が20万円を越えるときは、
20万円）を補助します。なお、過去にリ
フォーム補助を受けた住宅にあっては、既
に交付を受けた補助金との合計額で20万
円を限度とします。

　　建設課
　　TEL 018-852-5252

　三種町内の空き家等の情報
をホームページへ掲載するな
どして紹介しています。

　　企画政策課　企画係
　　TEL 0185-85-4817

オンライン
相談あり

Zoom：企画財政課

八
峰
町

　空き家所有者から町が10
年間空き家を借り上げ、450
万円を上限にリフォームした
物件に住むことができます。
月額家賃は25,000円～35,000円です。

　　企画財政課
　　TEL 0185-76-4603

定住促進用空き家改修事業

藤
里
町

１．お試し移住ツアー参加促
進事業

２．家財道具等処分支援事業
３．引っ越し支援事業
４．住宅新築・空き家改修等事業
５．普通自動車免許取得支援事業
※各事業上限額あり

　　総務課　企画財政係
　　TEL 0185-79-2111

移住定住支援事業

小
坂
町

　住宅の新築・中古物件の購
入及びリフォームに最大60万
円を補助します。

　　総務課　企画財政班
　　TEL 0186-29-3907

移住定住促進奨励事業

上
小
阿
仁
村

　所有者から情報提供があっ
た場合、上小阿仁村内の空き
家等の情報をホームページへ
掲載するなどして紹介してい
ます。

　　総務課
　　TEL 0186-77-2221

空き家バンク制度

仙
北
市

　45歳以下の夫婦又は子育
て世帯が、住宅を新築又は建
売受託を購入する場合に補助
金を交付します。定住世帯40
万円、移住世帯60万円、子育て加算1人に
つき10万円（最大20万円）、市内施工業
者加算10万円。※令和3年3月31日に事
業を終了します。

次世代定住支援事業

　市外在住者が、住宅を新規
に取得し移住した場合、納めた
固定資産税相当額を奨励金と
して、課税初年度から3年度交
付します。5年以上市外に住所を有してい
た方が5年以上市内に住む場合が対象。

　　総務部　地方創生・総合戦略室
　　TEL 0187-43-3315

定住促進奨励金

オンライン
相談あり

Zoom：商工観光部
　　　  商工政策課
　　　  ふるさと創造班

に
か
ほ
市

　定住を目的として市内に住
宅を購入し転入された方（若
しくは転入後定住のために3
年以内に住宅を購入した方）
に対し、奨励金最大100万円、固定資産税
相当額3年分、家族1年間無料温泉パス
ポートを交付します。

　　商工観光部　商工政策課
　　TEL 0184-43-7600

定住奨励事業

三
種
町

空き家等情報登録制度
（空き家バンク）

五
城
目
町

五城目町住宅リフォーム推進事業
○移住・定住世帯（定着回帰型）

八
郎
潟
町

　就職のため、町に移住・定住
する方に対し支援金を交付し
ます。（45歳未満の転入者、
又は新卒者に年額3万円を3
年間支援します。）

ふるさと回帰支援金

　東京圏から町に移住した者
のうち、要件を満たした者に対
し支援金を交付します。（世帯
の場合は100万円、単身者の
場合60万円とします。）

　　産業課
　　TEL 018-875-5803

移住・就業支援金交付事業

移住・定住促進事業
（定住促進商品券交付金）大

潟
村

・勤労者の定住化促進のため、民間賃貸住
宅の入居世帯主に村内専用商品券を交
付します。（１世帯月額１万円分を最大
6ヶ月）
・分譲地に住宅を建築した場合、建築物等
の合計金額の５％、又は100万円のいず
れか低い額を補助します。又、居住者１
人あたり25万円の村内専用商品券を交
付します。

移住・定住促進事業
（多世代同居住宅増改築等補助金）

　多世代同居を目的として住宅を増改築し
た工事費の10％（上限80万円）を補助。
50万は現金補助とし、それを超えた場合
は、残りを村内専用商品券で交付（商品券
は村内のみ使用可）

　　総務企画課
　　TEL 0185-45-2111

井
川
町

　移住・定住世帯（空き家購入後）のリ
フォーム補助金
　県外から井川町へ転入し、井川町で空き
家を購入してリフォームを行う方に工事費
の15％を補助する（30万円程度）

　　産業課
　　TEL 018-874-4420

井川町リフォーム補助金

美
郷
町

　町外の方が定住を目的に家
屋等を取得し定住した場合、そ
の当該年度に支払った固定資
産税相当を奨励金として交付
します。

　　商工観光交流課
　　TEL 0187-84-4909

定住促進奨励金

羽
後
町

　県外から転入し、初めて羽
後町に住む方が半数以上いる
世帯で、住宅を建築、購入した
場合の費用1/2（上限100万
円）を支給します。その他、多子世帯・三世
代同居世帯について住宅ローンの1％助成
あり。

　　企画商工課
　　TEL 0183-62-2111

羽後町住宅取得奨励金
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問

問

問
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問

問
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問

　令和２年６月24日～10月22日に、新たな取り組みと
して、Zoomを利用した面談会「ＡターンWebミーティ
ング」を開催しました。
　Zoomでの企業面談は初めての方が多く、みなさん最
初は緊張されていましたが、あっという間に打ち解けて
企業担当者に質問する光景が見受けられました。
　「意外とZoomの面談はリアル面談より違和感がな
い」という感想も多く聞こえました。
　このミーティングをきっかけに企業に応募し内定を頂
いた、との嬉しいご報告も頂いております。
　今後も秋田で働きたい方と県内企業が出会える場を企
画して参ります。

ＡターンＷｅｂミーティングを開催しました！
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キャリア
コンサルタ

ントに聞く

Ｗｅｂ面談 　今年度、秋田県ふるさと定住機構が
開催している「ＡターンWebミーティン
グ」や「オンラインＡターンフェア」では、
Aターン希望者の皆さまがWebで企業
面談を受けていらっしゃいます。また、
Web面接を取り入れている県内企業も
あります。Withコロナの今、Webの利
用がスタンダードになっています。実際
にWebで企業説明や採用面接を受け
る際の注意点をご紹介します。

□カメラの後ろに生活を感じる物を置いていませんか？
□スマートフォンやパソコンの充電は足りそうですか？
□ 静かな場所ですか？（周りの音が相手に聞こえてしまう可能性があります）
□カメラは顔が映る位置に置きましたか？（目線を少し上げると表情が豊かになります）
□ イヤホン・マイクが必要な場合は、事前にセットしていますか？
□ 相手の連絡先は手元に用意してありますか？
□ 通信容量は十分ですか？

実 践 編

Webは家にいながら「一期一会」を体験し、就職活動も出来てとても便利です。ぜひ、一度試してみてください。Webは家にいながら「一期一会」を体験し、就職活動も出来てとても便利です。ぜひ、一度試してみてください。

１遅くても五分前にはスタンバイ！

いよいよスタートです。
「こんにちは」「よろしくお願いいたします。」と積極的に呼びかけ、
挨拶をしましょう。Web面談も対面も同じく挨拶は大切です！

2 Web面談スタート

知らない間にミュート（消音）になっている場合もあります。相手の声が聞
こえない場合には、ボリュームの調節をしましょう。また、声が途切れるな
ど聞こえない場合には、早めに伝えましょう。相手の説明や質問が聞こえ
づらいと会話に影響があります。お互いの表情が見えるか、声が聞こえる
かは、最初の段階で相手に伝えたいことです。

3 お互いの声がとどいているかの確認

マスクは必要ありません。男性であれば髭をそる、女性であれば就職活動
用のメイクで画面越しに清潔感や本気度を伝えたいですね。また、相手が
話している最中にはWebだからと安心することなく、集中して相手の話を
聴きましょう。うなずきなどは、普段より少し大きめに行い相手に「聴き上
手」をアピールしたいです。「Webに慣れている」と伝えることは、今の時
代最高のPRになります。

4 Webだからこそ表情豊かに

質問や説明が聞こえなかった際には会話が進む前に「申し訳ございませ
ん、先ほどの音声が途切れ聞き取ることが出来ませんでした」と正直に伝
えましょう。状況により、回線状態は変わります。調子が悪くなることもあ
るでしょう。お互い様なので早めに伝えましょう。万一、Webの接続が悪い場合には、相手に電話をかける場合もあります。先方の連絡先は近くに用意し

ておきましょう。また、パソコンを使用する場合は、電話番号を教えているスマートフォンを手の届くとこ
ろへ置きましょう。スマートフォンのカメラを利用の場合は可能であれば固定電話を用意し、もしもの時
に先方へ連絡できるようにしておくと安心です。

5 もしも聞き取れなかったら

Web面談終了時もスムーズな対応をしたいです。相手から「お先に終了してください」と言われた場合に
は、お礼を伝え速やかに「終了」をクリックして面談を終わらせましょう。もし、そこで相手からの指示もな
く、どうしていいかわからない時は、「本日はありがとうございました。失礼いたします。先に、終了をクリッ
クします」と自ら伝えるメリハリも大事です。たとえWebであっても相手とのコミュニケーションのキャッチ
ボールを意識した時間を過ごしたいですね。

6 面談の終わり方

チェック項
目
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１遅くても五分前にはスタンバイ！

いよいよスタートです。
「こんにちは」「よろしくお願いいたします。」と積極的に呼びかけ、
挨拶をしましょう。Web面談も対面も同じく挨拶は大切です！

2 Web面談スタート

知らない間にミュート（消音）になっている場合もあります。相手の声が聞
こえない場合には、ボリュームの調節をしましょう。また、声が途切れるな
ど聞こえない場合には、早めに伝えましょう。相手の説明や質問が聞こえ
づらいと会話に影響があります。お互いの表情が見えるか、声が聞こえる
かは、最初の段階で相手に伝えたいことです。

3 お互いの声がとどいているかの確認

マスクは必要ありません。男性であれば髭をそる、女性であれば就職活動
用のメイクで画面越しに清潔感や本気度を伝えたいですね。また、相手が
話している最中にはWebだからと安心することなく、集中して相手の話を
聴きましょう。うなずきなどは、普段より少し大きめに行い相手に「聴き上
手」をアピールしたいです。「Webに慣れている」と伝えることは、今の時
代最高のPRになります。

4 Webだからこそ表情豊かに

質問や説明が聞こえなかった際には会話が進む前に「申し訳ございませ
ん、先ほどの音声が途切れ聞き取ることが出来ませんでした」と正直に伝
えましょう。状況により、回線状態は変わります。調子が悪くなることもあ
るでしょう。お互い様なので早めに伝えましょう。万一、Webの接続が悪い場合には、相手に電話をかける場合もあります。先方の連絡先は近くに用意し

ておきましょう。また、パソコンを使用する場合は、電話番号を教えているスマートフォンを手の届くとこ
ろへ置きましょう。スマートフォンのカメラを利用の場合は可能であれば固定電話を用意し、もしもの時
に先方へ連絡できるようにしておくと安心です。

5 もしも聞き取れなかったら

Web面談終了時もスムーズな対応をしたいです。相手から「お先に終了してください」と言われた場合に
は、お礼を伝え速やかに「終了」をクリックして面談を終わらせましょう。もし、そこで相手からの指示もな
く、どうしていいかわからない時は、「本日はありがとうございました。失礼いたします。先に、終了をクリッ
クします」と自ら伝えるメリハリも大事です。たとえWebであっても相手とのコミュニケーションのキャッチ
ボールを意識した時間を過ごしたいですね。

6 面談の終わり方

チェック項
目
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秋田の企業が集結！

Ａターンフェア を開催します。

Ａターンフェア in 秋田
～ 秋田県で就職を希望する全ての方の就職フェア ～

出展企業の募集職種は、あきた就職ナビで公開中！

皆様に安心してご参加いただくために、
安全対策を講じて運営します

ご参加の際には、以下の感染予防対策の実施を徹底しますので、ご協力をお願いします。

令和２年12月30日（水）11：00～15：00日　　時

秋田ビューホテル  ４階（JR秋田駅西口より徒歩３分）場　　所

秋田県内で就職を希望する全ての方、またはそのご家族、知人
※県内・県外・一般・学生問いません

対　　象

出展予定企業

会場が秋田ビューホテルに変更となりました

常時マスク
着用

入場時の手指の
アルコール消毒

入場時の検温

37.5℃以上の方は
ご入場いただけません

３密の回避

ソーシャル
ディスタンスを
確保してください

対面ブースに
飛沫防止

パーテーションを
設置

企業ブース

Ａターン者採用に積極的な
県内企業がブースを設け、
会社説明や個別面談を行い
ます。

リモート面談ブース

企業担当者がリモートで、
会社説明や個別面談を行い
ます。

市町村相談ブース

出展市町村が制度等をPRし
ます。

業界ブース

各種団体が秋田県内の業界
を紹介しますので、幅広く
業界の話を聞くことができ
ます。

各種相談コーナー
●Ａターン就職・移住相談
●学生就活相談
●ハローワーク相談

職業適性診断
コーナー

パソコンであなたの職業適
性を調べてみませんか？結
果をキャリアコンサルタント
がわかりやすく解説します。

県内企業
パンフレットコーナー
なかなか一度に集めること
ができない、県内企業のパ
ンフレットを多数取りそろ
えております。

令和3年
1月17日（日）

オンラインＡターンフェア httpS://w
w
w
.furusato-teiju.jp

発
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TEL.018-826-1731　
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今後の
Ａターンフェア
スケジュール ※新型コロナウイルスの感染状況の推移等により、

　急遽開催を中止する場合があります。実施の有無
　についてはホームページよりご確認ください。

Ａターンフェア in 東京
令和3年2月7日（日）
浅草橋ヒューリックホール

【製造業】（株）ＵＭＮファーマ／比内時計工業（株）／インスペック（株）／河村化工（株）／（株）アイ・クリエイト／（株）三
栄機械／秋田エプソン（株）／秋田指月（株）／ニューロング秋田（株）／由利工業（株）／（株）中藤電機産業／セルスペクト

（株）／（株）品川商事／昭和コンクリート工業（株）　【情報通信業】ＪＮシステムパートナーズ（株）／（株）ジェイテクトＩＴ開発センター秋田／
（株）バイトルヒクマ／エイデイケイ富士システム（株）／（株）トラパンツ／（株）フィデア情報総研／ＳＣＳＫニアショアシステムズ（株）／（株）コア
秋田技術センター／（株）テクノス秋田／ロジザード（株） 秋田・横手開発センター　【建設業】本荘電気工業（株）／（株）トクミツ建築企画／（株）む
つみワールド／（株）住建トレーディング／（株）鹿渡工業　【医療・福祉業】（福）ファミリーケアサービス／（福）あけぼの会／（福）相和会／
（福）新秋会／（福）翼友会／（医）正和会／（福）花輪ふくし会／（株）きららホールディングス／（福）県北報公会 児童養護施設 陽清学園／
（福）わかば会（池田グループ）／池田ライフサポート＆システム（株）（池田グループ）　【卸小売・サービス業】猿田興業（株）／（株）メガネの
平川／（株）やまと建築事務所／幸和機械（株）／（株）プライムアシスタンス／（株）みちのくジャパン／（株）アルファシステム／（株）ハムセンター秋
田／秋田基準寝具（株）／（株）ファーマックス／菱明三菱電機機器販売（株）／（株）池田薬局（池田グループ）／（株）池田（池田グループ）　
【その他の業種】DOWAマネジメントサービス（株）／損保ジャパンキャリアビューロー（株）／能代運輸（株）／マゼンタ（株）／（有）熊谷機械設計／
ユナイテッド計画（株）／（株）エイジェック／秋田石油備蓄（株）／大洋ビル管理（株）／大館北秋田森林組合／インターフェイス（株）／（株）プレス
テージ・インターナショナル　秋田ＢＰＯメインキャンパス／（株）プレステージ・インターナショナル　秋田ＢＰＯ横手キャンパス／（株）プレス
テージ・インターナショナル　秋田ＢＰＯキャンパス　にかほブランチ　【リモート出展】ニプロファーマ（株）　大館工場／ＴＤＫ（株）／（株）
ファストコム／（株）ブロードバンドセキュリティ／藤田金屬（株） 秋田支店
【業界研究】（公社）秋田県農業公社／（福）秋田県社会福祉協議会／防衛省自衛隊秋田地方協力本部／秋田県警察本部／後継者人材バンク（秋田県
事業引継ぎ支援センター）／乳頭温泉組合／（公社）秋田県看護協会　ナースセンター／秋田県人事委員会事務局／ＩＣＴ相談コーナー（秋田県産
業政策課デジタルイノベーション戦略室）
【市町村】秋田市／にかほ市／北秋田市／由利本荘市／潟上市

秋田市公営駐車場を
ご利用の方には、
２時間分の駐車券を
差し上げます。


